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船舶インシデント調査報告書 

                               

                              令和２年７月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和元年１０月１６日 ２０時５５分ごろ 

発生場所 山口県宇部
う べ

港南東方沖 

 本山灯標から真方位１３６°３.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５０.２′ 東経１３１°１８.２′） 

インシデントの概要  旅客フェリーフェリーきたきゅうしゅうⅡは、東進中、右舷主機の

運転ができなくなり、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過  令和元年１０月２５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー フェリーきたきゅうしゅうⅡ、１４,９２０トン 

１４２４８６、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、株

式会社名門大洋フェリー（船舶管理人、Ａ社） 

１８３.００ｍ×２７.００ｍ×１５.１５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１４,０００kＷ（合計）、平成２７年７月２

日 

４サイクル、計画回転数毎分５７０、１２気筒、ボア４００mm、

使用燃料Ａ重油及びＣ重油、平成２７年２月及び３月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 一級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１４年８月６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年６月９日 

免状有効期間満了日 令和４年８月５日 

機関長 男性 ４５歳 

 一級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成２３年５月３０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年４月１９日 

免状有効期間満了日 令和３年５月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 
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 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２４人が乗り組み、旅客４４６人を 

乗せ、車両２５４台を搭載し、令和元年１０月１６日１９時５０分ご

ろ阪神港大阪区に向けて関門港新門司区を出港した。 

本船は、宇部港南東方沖を東進中、２０時５５分ごろ主機の冷却清

水圧力低下警報装置が作動したので、機関長が両主機を停止して調査

したが原因が分からず、その後冷却清水圧力が正常値に戻り、両舷主

機を始動したものの、再び冷却清水圧力低下警報装置が作動した。 

本船は、機関長が、再度調査を行ったところ、右舷主機のオイルミ

スト管の受缶（ペール缶）に水が混入しているのを認め、右舷主機ク

ランクケース内に冷却清水が漏れていると判断して右舷主機を停止

し、その後左舷主機とアジマス推進器（３６０°旋回できる電動推進

器）を使用して航行を続け、阪神港大阪区に入港した。 

本船は、入港後、機関整備業者が点検を行ったところ、右舷主機の

船尾側から番号が付けられたＡ列４番シリンダライナ（以下「本件シ

リンダライナ」という。）に亀裂が生じていることが分かり、本件シ

リンダライナが交換された。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、付図２ シリンダライナ組

立略図 写真１ 本件シリンダライナの損傷状況 参照） 

 その他の事項 

 

本件シリンダライナは、シリンダジャケット上部と噛
か

み合う段付き

部下面（以下「着座面」という。）の付け根のＲ部から内側及び円周

方向に亀裂を生じており、同亀裂のある着座面中央部及び同部から 

１８０°方向の着座面に強い当たりが、また、左右９０°方向の着座

面にそれぞれフレッティング（接触する２物体間に微少な往復滑りが

繰り返し作用したときに生じるくぼみ
．．．

状の表面損傷）が認められた。 

Ａ社担当者によれば、機関製造業者の調査では、本件シリンダライ

ナ及びシリンダジャケットには、形状等に不具合が認められなかっ

た。 

本件シリンダライナは、進水時以来、抜出し点検が行われていなか

った。 

右舷主機は、サンプリング検査及び定期検査で調査した結果、Ａ列

１番、２番及び５番シリンダ並びにＢ列２番及び５番シリンダには、

異常が認められなかった。 

右舷主機の運転時間は、本インシデント時まで１７,９８６時間で

あった。 

（写真２ 本件シリンダライナ着座面の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、宇部港南東方沖を東進中、本件シリンダライナに亀裂を生
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じ、燃焼ガスが同亀裂から主機冷却清水系統に漏れ出して同清水圧力

が低下し、右舷主機の運転ができなくなり、運航が阻害されたものと

推定される。 

 本件シリンダライナは、本件シリンダライナの亀裂のある着座面 

中央部及び同部から１８０°方向の着座面に強い当たりが、また、左

右９０°方向の着座面にそれぞれフレッティングが認められたことか

ら、シリンダジャケットに組み込まれた際に同ジャケット上部と着座

面との間に異物を噛み込んで片当たり状態での運転が続けられ、同箇

所に応力が集中して亀裂を生じた可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が宇部港南東方沖を東進中、本件シ

リンダライナに亀裂を生じ、燃焼ガスが同亀裂から主機冷却清水系統

に漏れ出して同清水圧力が低下し、右舷主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・シリンダライナは、定期的に抜き出して点検することが望まし

い。 

・シリンダライナをシリンダジャケットに組み込む際には、異物を

噛み込まないように注意すること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ シリンダライナ組立略図 

山口県 
 

福岡県 

インシデント発生場所 

（令和元年１０月１６日 ２０時５５分ごろ発生） 
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写真１ 本件シリンダライナの損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件シリンダライナ着座面の状況 
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